
（別表1）

　平成20年8月16日から平成20年12月30日までの間に当省の課長・企画官相当職以上で退職した職員の再就職状況は次のとおりです。

整理
番号

氏名
退職時
年齢

退職時官職 退職日 再就職先での役職 再就職日
再就職承
認関係

1 小林　秀明 63 特命全権大使 平成20年9月29日 館長 平成20年10月1日 不要
2 山崎　隆一郎 64 特命全権大使 平成20年10月1日
3 高野　紀元 64 特命全権大使 平成20年10月3日
4 津嶋　冠治 65 特命全権大使 平成20年10月7日
5 清水　健司 65 特命全権大使 平成20年10月7日
6 三木　達也 65 特命全権大使 平成20年10月7日
7 阿部　信泰 63 特命全権大使 平成20年10月28日 所長 平成20年11月18日 不要
8 吉川　毅男 64 特命全権大使 平成20年10月28日
9 柴田　進 65 特命全権大使 平成20年10月28日
10 加藤　重信 64 特命全権大使 平成20年10月31日 顧問 平成20年11月1日 不要
11 都筑　健介 58 特命全権大使 平成20年11月3日 常務理事 平成20年11月4日 不要
12 中村　雄二 64 特命全権大使 平成20年11月4日
13 安部　忠宏 64 特命全権大使 平成20年11月12日
14 馬渕　睦夫 62 特命全権大使 平成20年11月2日 教授 平成20年11月14日 不要
15 伊藤　誠 60 特命全権大使 平成20年12月11日 専務理事 平成20年12月12日 不要

注１）「退職時官職」欄のカッコ書き官職については、過去５年間に就いていた最高位の官職です。

注２）「再就職承認」とは、国家公務員法第１０３条第３項等により、在職中一定の関係にあった営利企業に就職しようとする場合に求められている手続きです。

注３）退職後、再就職していない退職者又は当省において再就職状況を把握していない退職者については、「再就職先の名称及び業務内容」から「再就職承認関係」までの欄を空欄と

しています。

（財）国際開発高等教育機構
防衛大学校
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（株）ジャパン・アイディー

内閣府迎賓館

（財）日本国際問題研究所・軍縮不拡散促進センター
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